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号　　外（35）

  目　　　　　次  

訓　　　　　令

　○副知事の事務の担当区分に関する規程の一部を改正する訓令………………………………（人　事　課）…１

  訓　　　　　令 

山形県訓令第26号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　副知事の事務の担当区分に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成20年７月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　副知事の事務の担当区分に関する規程の一部を改正する訓令

　副知事の事務の担当区分に関する規程（平成17年10月県訓令第19号）の一部を次のように改正する。

　第１条第２号ハ中「（健康福祉企画課及び保健薬務課に限る。）」を削り、同号中ニを削り、ホをニとし、ヘの前

に次のように加える。

　　ホ　出納局に関する事項

　第１条第３号中「副知事後藤靖子」を「副知事荒木由季子」に改め、ロを削り、同号ハ中「（観光振興課及び雇

用労政課に限る。）」を削り、同号中ハをロとし、ニをハとし、ホを削り、ヘをニとし、トをホとする。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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